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太
陽
の
里
指
定
管
理
委
員
会　
　
　
（
役
場
）

京
セ
ラ
陸
上
部
佐
藤
監
督
訪
問　
（
霧
島
市
）

総
合
運
動
公
園
整
備
検
討
委
員
会　
（
役
場
）

農
業
委
員
会
建
議
書
提
出　
　
　
　
（
役
場
）

町
村
会
理
事
会　
　
　
　
　
　
（
鹿
児
島
市
）

長
島
フ
ェ
ス
タ　
　
　
　
（
町
総
合
体
育
館
）

子
宝
お
祝
い
金
支
給　
　
　
　
　
　
（
役
場
）

人
権
の
花
閉
校
式　
　
　
　
　
　
（
田
尻
小
）

経
済
産
業
省
職
員
と
の
地
方
創
生
交
流
会

（
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
）

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
本
部
会　
（
役
場
）

獅
子
島
中
学
校
県
庁
訪
問　
　
（
鹿
児
島
市
）

課
長
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
）

長
島
町
議
会
12
月
定
例
会　
　
　
　
（
役
場
）

町
長
相
談　
　
　
　
（
大
字
川
床
沿
岸
集
落
）

商
工
会
小
学
生
な
わ
と
び
大
会（
町
総
合
体
育
館
）

県
土
地
改
良
事
業
団
連
合
会
理
事
会
・
意
見
交
換
会

（
鹿
児
島
市
）

東
町
漁
協
水
産
振
興
意
見
交
換
会（
鹿
児
島
市
）

大
字
平
尾
交
流
会　
　
　
（
老
人
憩
い
の
家
）

東
町
漁
協
新
年
度
予
算
要
望　
　
　
（
役
場
）

建
設
新
聞
取
材　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
）

職
員
ア
イ
デ
ィ
ア
審
査
会　
　
　
　
（
役
場
）

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
議
会　
（
阿
久
根
市
）

課
長
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
）

仕
事
納
め
式　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
）

～シリーズ第３回～林課が教える知って得するマメ知識農

◎
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い
合
わ
せ
先
　

　

役
場
農
林
課
農
政
係　

　

☎
（
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）
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７
０
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通
］

青年就農給付金（経営開始型）

年間 150 万円　最長５年間の給付
　

町
で
は
、
新
規
就
農
者
の
確
保
・
育
成
を
進
め
る
た
め
、
経
営
が
軌
道
に
乗

る
ま
で
の
間
、
青
年
就
農
給
付
金
を
活
用
し
な
が
ら
、
後
継
者
の
農
業
技
術
の

向
上
や
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
習
得
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

青
年
就
農
給
付
金
は
、
農
業
経
営
者
と
し
て
必
要
な
知
識
・
経
験
を
培
い
、

５
年
後
の
経
営
発
展
農
業
者
（
認
定
農
業
者
）
を
目
指
す
人
づ
く
り
の
た
め
支

援
す
る
も
の
で
、
年
間
１
５
０
万
円
（
最
長
５
年
間
）
を
給
付
し
ま
す
。

　

町
は
、
給
付
対
象
者
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
要
件
な
ど
を
定
め
適
正
な
給

付
に
努
め
ま
す
。

［
給
付
要
件
］

　

給
付
に
は
、
次
に
示
す
要
件
を
全

て
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
町
内
に
居
住
し
就
農
す
る
こ
と

○
認
定
新
規
就
農
者
に
認
定
さ
れ
る

　

こ
と

○
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け
ら

　

れ
た
中
心
経
営
体
で
あ
る
こ
と

○
原
則
45
歳
未
満
の
意
欲
あ
る
専
業

　

農
業
者
で
、
国
民
健
康
保
険
へ
加

　

入
す
る
こ
と

○
経
営
計
画
書
を
作
成
し
、
次
の
項

　

目
を
全
て
満
た
す
こ
と

　

・
農
地
を
所
有
、
ま
た
は
貸
借
権

　

を
有
す
る
こ
と

　

・
農
業
に
関
す
る
機
械
・
施
設
な

　

ど
を
所
有
ま
た
は
貸
借
す
る
こ
と

　

・
生
産
物
や
生
産
資
材
な
ど
を
本

　

人
名
義
で
出
荷
取
引
で
き
る
こ
と

　

・
生
産
物
の
売
上
や
経
費
の
収
支

　

を
、
本
人
名
義
の
通
帳
、
帳
簿
で

　

管
理
で
き
る
こ
と

　

親
元
就
農
の
場
合
で
も
、
新
規
参

入
者
並
み
の
経
営
リ
ス
ク
を
負
い
、

親
の
経
営
か
ら
独
立
し
た
部
門
経
営

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
給
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生
活
保
護
受

給
者
や
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る
か

た
に
は
給
付
で
き
ま
せ
ん
。

　

・
雇
用
保
険
期
間
中
で
あ
る

　

・
雇
用
契
約
を
結
び
、
雇
用
保
険

　

や
社
会
保
険
へ
加
入
し
て
い
る

　

・
配
偶
者
が
社
会
保
険
で
あ
り
、

　

そ
の
扶
養
者
で
あ
る

［
給
付
金
の
中
止
や
返
還
］

　

適
正
な
就
農
を
行
っ
て
い
な
い
場

合
（
農
作
業
に
必
要
な
作
業
な
ど
を

怠
る
）
や
虚
偽
の
申
請
な
ど
を
行
っ

た
場
合
、
給
付
金
の
中
止
や
返
還
な

ど
を
求
め
ま
す
。

新
規
就
農
者
育
成
の
た
め
国
と
一
体
と
な
っ
た
支
援
策

　

町
で
は
、
現
在
19
名
の
農
業
者
が

青
年
就
農
給
付
金
事
業
の
活
用
に

よ
っ
て
、
農
業
経
営
者
と
し
て
頑

張
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
本
事
業

の
活
用
と
新
規
就
農
者
の
育
成
を
図

り
ま
す
。
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